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No 関係箇所 質問内容 回答

1

仕様書
　２（１）イ
　４（１）（２）
　６

　本事業は20年間のリース期間と
なっており、品質確保や早急なア
フターケア対応が必要な施設と
なっているため、太陽光機器等に
ついては国内産の仕様が適切と考
えられますが国内産を使用するも
のと考えてよろしいでしょうか。

　設置する設備は、仕様書の４
（１）（２）で示した仕様を満た
している製品であれば、国内製
品、輸入製品のいずれを提案して
いただいても構いません。
　なお、品質確保やアフターケア
対応の観点から、国内製品が適当
であると判断する場合は、企画提
案の際にその旨提案してくださ
い。

2

仕様書
　２（２）ウ
　６

　本事業は設備の導入時期が令和
６年３月15日となっております
が、全国の電線不足の影響により
設備導入時期の遅れが発生する可
能性があります。
　その場合、遅れの理由は社会情
勢の影響による為、工期と賃貸借
開始時期の延長は認めていただけ
るものと考えてよろしいでしょう
か。

　企画提案に際し、資材の調達に
要する日数等も考慮した上で、３
月15日までに設置可能であること
を確認していただく必要がありま
す。
　ただし、今後の社会情勢の急激
な変化等により、期日までの設置
完了が難しくなった場合、覚知し
た時点で直ちに県に報告していた
だいた上で、対応を協議させてい
ただきたい。
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